[bookmark: _Hlk125105446]串間市地域こどもの生活支援強化事業補助金交付要綱

（趣旨）
第１条　この要綱は、地域こどもの生活支援強化事業実施要綱第３条各項に規定される、食事の提供、様々な体験や交流等を通じて、こどもが健やかに成長できる環境整備を促進し、支援が必要なこどもを早期に発見し、適切な支援機関につなげる自立した仕組みを市全体で構築するため、こどもに対する地域の支援を行う者に対し、串間市地域こどもの生活支援強化事業補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付について、補助金等の交付に関する規則（昭和55年串間市規則第４号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
（定義）
第２条　この要綱において「こども」とは、市内に居住する18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある者をいう。
（補助対象事業）
第３条　補助金の交付の対象事業は、４月１日から翌年３月31日までの間に実施する食事や体験（学習機会、遊び体験等をいう。）の提供、こども用品（文房具、生理用品等）の提供を行う事業で、次の要件を全て満たす事業とする。
（１）　原則として継続的に４箇月に１回以上実施すること。
（２）　こどもが参加できるよう幅広く広報活動等を行うこと。
（３）　参加するこどもの制限を設けないこと。
（４）　事業実施場所の設備、周囲の環境、運営時間等に配慮すること。
（５）　参加者及び従事者の傷害保険に加入する等安全確保に努めること。
（６）　食事の提供に当たっては、衛生管理、こどもの食物アレルギーの有無等に十分配慮すること。
（補助対象経費等）
第４条　補助金の交付の対象となる経費及び補助金額は別表のとおりとする。
２　補助金の額は、別表に定める補助金額と対象経費の実支出合計額を比較して少ない方の額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
（補助対象者）
第５条　補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、市内で活動を行う者で、次の各号の全ての要件を満たすものとする。
（１）　事業を着実に実行し、適切な事業運営を確保できる者
（２）　事業の参加者を把握し、支援が必要なこども及び保護者を確認したときは、速やかに市長に報告することができる体制を確保できる者
（３）　事業の円滑な推進と周知を図るための取材、広報等に応じる体制を確保できる者
２　前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。
（１）　市税及び公共料金の滞納がある者
（２）　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第１項に規定する風俗営業又は同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者
（３）　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団に関係する者
（４）　その他市長が不適当と認める者
（交付申請）
第６条　補助金の交付の申請をしようとする者は、串間市地域こどもの生活支援強化事業補助金交付申請書（別記様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
（１）　団体等に関する概要書（別記様式第２号）
（２）　事業計画書（別記様式第３号）
（３）　収支予算（決算）書（別記様式第４号）
（４）　市税等納付状況確認同意書（別記様式第５号）
（５）　その他市長が必要と認める書類
（交付決定）
第７条　市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、串間市地域こどもの生活支援強化事業補助金交付決定通知書（別記様式第６号）により申請した者に通知するものとする。
（補助条件）
第８条　規則第５条の規定による補助条件は、次のとおりとする。
（１）　補助金は、他の用途に使用してはならない。
（２）　補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類等を整備し、事業終了の日が属する年度の翌年度から５年間整備保管しなければならない。
（３）　補助金の対象経費と重複して、国、県又は市町村の補助金等の交付を受けてはならない。
（申請内容の変更及び承認）
第９条　第７条の交付決定の通知を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、その申請内容について変更が生じた場合は、当該変更が生じた日から14日以内に串間市地域こどもの生活支援強化事業補助金変更交付申請書（別記様式第７号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、交付決定額の範囲内において生じた申請内容の変更について、変更申請の必要がないと市長が認める場合はこの限りでない。
２　前項ただし書に規定する市長が認める場合とは、補助対象経費の20パーセント以内の増減とする。
３　市長は、第１項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、申請内容を変更することが適当と認めたときは、串間市地域こどもの生活支援強化事業補助金変更承認通知書（別記様式第８号）により交付決定者に通知するものとする。
（実績報告）
第10条　交付決定者は、事業が完了したときは、事業が完了した日の翌日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の３月31日のいずれか早い日までに、串間市地域こどもの生活支援強化事業補助金実績報告書（別記様式第９号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
（１）　事業実績書（別記様式第10号）
（２）　収支予算（決算）書
（３）　その他市長が必要と認める書類
（補助金の額の確定）
第11条　市長は、前条の報告を受けた場合は、その内容を審査し、その報告に係る事業の実施結果が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、串間市地域こどもの生活支援強化事業補助金交付確定通知書（別記様式第11号）により交付決定者に通知するものとする。
（補助金の交付の方法）
第12条　補助金は、精算払により交付する。ただし、市長が必要と認める場合は、概算払により交付することができる。
２　交付決定者は、第７条又は前条に規定する通知を受けたときは、串間市地域こどもの生活支援強化事業補助金精算払（概算払）請求書（別記様式第12号）を市長に提出しなければならない。
３　市長は、第１項ただし書の規定により補助金の概算払をしたときは、当該補助金について精算するものとする。
（補助金の返還）
第13条　市長は、補助金の交付を受けた者が申請の偽り、事業に不適当な事実があった場合その他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したときは、当該補助金の交付を受けた者に対し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
（補則）
第14条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
　　　附　則
（施行期日）
１　この要綱は、決裁日から施行し、令和８年４月１日から適用する。
別表（第４条関係）
	補助対象経費
	補助金額

	事業に係る保険料、会場の使用料、消耗品費、食材費、教材費、備品購入費、印刷製本費、光熱水費、役務費、費用弁償、報償費
	事業実施月１月当たり20,000円を上限とする。



別記様式第１号（第６条関係）
　
　年　　　月　　　日
串間市長　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　　　　所

申請者　  法人名又は屋号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　       　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　        （自署の場合は押印不要です。）


串間市地域こどもの生活支援強化事業補助金交付申請書


　串間市地域こどもの生活支援強化事業補助金の交付について、串間市地域こどもの生活支援強化事業交付金交付要綱第６条の規定により申請します。


記


１　交付申請額　　　　　　　　　　　　　　　　　円





添付書類
（１）団体等に関する概要書（別記様式第２号）
（２）事業計画書（別記様式第３号）
（３）収支予算（決算）書（別記様式第４号）
（４）市税等納付状況確認同意書（別記様式第５号）
（５）その他市長が必要と認める書類




別記様式第２号（第６条関係）

団体等に関する概要書

	団体等名
	

	団体等の所在地
	

	代表者名
	

	設立時期
	年　　　月

	構成員
	　　　　　　　名

	団体等の概要
	１　設立の目的



　　


２　主な活動内容






３　その他



(備考)構成員が確認できる書類（名簿等）を添付すること


別記様式第３号（第６条関係）

事業計画書

	実施年月
	日
	内容
	経費

	年　月
	　日
	
	

	年　月
	　日
	
	

	年　月
	　日
	
	

	年　月
	　日
	
	

	年　月
	　日
	
	

	年　月
	　日
	
	

	年　月
	　日
	
	

	年　月
	　日
	
	

	年　月
	　日
	
	

	年　月
	　日
	
	

	年　月
	　日
	
	

	年　月
	　日
	
	

	合　計
	　―
	―
	


（記載上の注意）
・経費は、月ごとの合計及びその内訳を補助対象経費の費目ごとに記載すること。
・欄が不足する場合は、適宜追加又は複製を添付して構わない。
	

別記様式第４号(第６条、第10条関係)
　


収支予算（決算）書

(収入の部)
	区　　　分
	予　　算　　額
	摘　　　要

	補助金
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	計
	
	





(支出の部)
	区　　　分
	予　　算　　額
	摘　　　要

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	計
	
	












別記様式第５号(第６条関係)
　　年　　月　　日　


串間市長　　　　　　　様


住　　　　　所

申請者　  法人名又は屋号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　       　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（自署の場合は押印不要です。）


市税等納付状況確認同意書


串間市地域こどもの生活支援強化事業補助金の交付申請に当たり、申請者及びその代表者の市税等納入状況について、市が確認することに同意します。


	確認対象者
	法人・個人　　(どちらかを○で囲んでください)

	１　事業所（法人）名称
	(ふりがな)
　　　　　

	２　事業所所在地
	

	３　代表者氏名
	(ふりがな)
　　　　　

	４　代表者生年月日
	　　昭和・平成　　　年　　　月　　　日生

	５　代表者住所
	





別記様式第６号（第７条関係）
文　書　番　号　
　　　年　　月　　日　

　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　串間市長　


串間市地域こどもの生活支援強化事業補助金交付決定通知書

年　月　日付けで申請のあった串間市地域こどもの生活支援強化事業補助金については、串間市こ地域こどもの生活支援強化事業補助金交付要綱第７条の規定により下記のとおり交付決定したので通知します。
　

記
１　交付決定額　　　　　　　　円

２　交付決定の内容


３　補助金等の交付に関する規則第５条の規定により付した条件



· 補助金交付決定の取消しと返還命令について
次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消し、補助金の返還並びに補助金等の交付に関する規則（以下「規則」という。）第18条に規定する加算金及び延滞金の納付を求めることがあります。交付すべき補助金の額の確定があった後においても同様です。
　（１）　補助金の交付の申請の時から事業が完了するまでの間において、規則第４条の２第１項各号の規定に該当し、又は該当していたとき。
　（２）　補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
　（３）　規則又はこれに基づく市長の指示に違反したとき。
　（４）　前３号に掲げるもののほか、不正の行為があると認められたとき。



別記様式第７号（第９条関係）
　　
年　　月　　日　
串間市長　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
住　　　　　所

申請者　  法人名又は屋号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　       　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（自署の場合は押印不要です。）


串間市地域こどもの生活支援強化事業事業補補助金変更交付申請書　　　　　　　

　　　年　　月　　日付け（文書番号）で交付決定を受けた串間市地域こどもの生活支援強化事業補助金について、事業内容を変更したいので、串間市地域こどもの生活支援強化事業補助金交付要綱第９条の規定により関係書類を添えて申請します。


記

変更内容　　　　　　　　　　　　　　　　　

添付書類
（１）　事業計画書（別記様式第３号）
（２）　収支予算（決算）書（別記様式第４号）
（３）　その他市長が必要と認める書類





別記様式第８号（第９条関係）　
文　書　番　号　
　　　年　　月　　日　

　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　串間市長　


串間市地域こどもの生活支援強化事業補助金変更承認通知書


年　月　日付けで申請のあった串間市地域こどもの生活支援強化事業補助金変更交付申請については、串間市地域こどもの生活支援強化事業補助金交付要綱第９条の規定により下記のとおり変更交付決定したので通知します。
　

記


変更後交付決定額　　　　　　　　　円






別記様式第９号（第10条関係）
　文　書　番　号　
　年　　月　　日　


串間市長　　　　　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
住　　　　　所

申請者　  法人名又は屋号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　       　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （自署の場合は押印不要です。）


串間市地域こどもの生活支援強化事業補助金実績報告書


　　年　　月　　日付け（文書番号）で交付決定のあった地域こどもの生活支援強化事業補助金に係る事業が完了したので、串間市地域こどもの生活支援強化事業補助金交付要綱第10条の規定により関係書類を添えて報告します。

記

１　交付決定額　　　　　　　　　　　　　　　　　円
２　実績報告額　　　　　　　　　　　　　　　　　円

添付書類
(１)　事業実績書（別記様式第10号）
(２)　収支予算（決算）書（別記様式第４号）
(３)　その他市長が必要と認める書類



別記様式第10号（第10条関係）
事業実績書
	実施年月
	日
	内容
	参加人数
	経費

	年　　月
	日
	
	大人　　名
こども　名
	

	年　　月
	日
	
	大人　　名
こども　名
	

	年　　月
	日
	
	大人　　名
こども　名
	

	年　　月
	日
	
	大人　　名
こども　名
	

	年　　月
	日
	
	大人　　名
こども　名
	

	年　　月
	日
	
	大人　　名
こども　名
	

	年　　月
	日
	
	大人　　名
こども　名
	

	年　　月
	日
	
	大人　　名
こども　名
	

	年　　月
	日
	
	大人　　名
こども　名
	

	年　　月
	日
	
	大人　　名
こども　名
	

	年　　月
	日
	
	大人　　名
こども　名
	

	年　　月
	日
	
	大人　　名
こども　名
	

	合　計
	―
	―
	大人　　名
こども　名
	


（記載上の注意）
・経費は、月ごとの合計及びその内訳を補助対象経費の費目ごとに記載すること。
・欄が不足する場合は、適宜追加又は複製を添付して構わない。



別記様式第11号（第11条関係）
文  書　番 号
　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　様


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　串間市長 


串間市地域こどもの生活支援強化事業補助金交付確定通知書


　　年　　月　　日付けで実績報告のあった串間市地域こどもの生活支援強化事業補助金については、串間市地域こどもの生活支援強化事業補助金交付要綱第11条の規定により下記のとおり交付確定したので通知します。


記



交付確定額　　　　　　　　　　　　　　　　円





別記様式第12号（第12条関係）

串間市地域こどもの生活支援強化事業補助金精算払（概算払）請求書


金　　　　　　　　円也



　　　　　年　　月　　日付け（文書番号）で交付額確定（決定）のあった串間市地域こどもの生活支援強化事業事業補助金を上記のとおり請求します。


                                    　　          　　　　年　　月　　日

  　串間市長　　　　　　　　　　様

                                         　　　 住　　　　　所

申請者　  法人名又は屋号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　       　　　
　　　　　　　　　　　　　　               （自署の場合は押印不要です。）

	金融機関名
	銀行　
農協　

	支　店　名
	本店・支店　
本所・支所　

	口座種別
	普通・当座

	口座番号
	

	フリガナ
	

	口座名義
	





